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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 

本 研 究 は ，経 営 史 を 中 心 と し な が ら ，従 来 商 業 史 分 野 で 研 究 蓄 積 が 多 い 商 工 行 政 や 社 会政

策 分 野 で 多 か っ た 労 働 史 を 検 討 対 象 と し て 包 含 し た 学 際 的 研 究 に な る 予 定 で あ る 。 そ れ は，

戦 後 労 働 基 準 法 の 前 身 に あ た る 商 店 法 は ， そ の 社 会 政 策 的 性 格 を 帯 び た 法 律 で あ り な が ら，

性 質 上 ， 極 め て 当 時 の 商 業 界 ， 商 業 従 事 者 に 影 響 を 与 え た か ら で あ る 。  

そ こ で ，本 研 究 で は ，以 下 の 通 り に 商 業 活 動 の 実 態 に つ い て 検 証 を 進 め た い 。ま ず ，昭 和 初

期 に お け る 中 小 小 売 商 の 経 営 環 境 に つ い て 夜 間 営 業 の ウ ェ イ ト や 取 引 状 況 を 中 心 に 検 討 す

る ． 次 に ， 中 小 小 売 商 に 対 し て ， 卸 商 が ど の よ う に 関 与 し た か を 検 討 し た い 。 具 体 的 に は，

卸 商 の 小 売 商 に 対 す る 販 売 や 経 営 な ど 支 援 に つ い て 検 討 し た い 。最 後 に ，商 店 法 制 定 過 程に

お い て ， 小 売 商 だ け で は な く ， 商 工 会 議 所 ， 行 政 当 局 等 関 連 諸 団 体 が 採 っ た 行 動 に つ い て，

検 証 し ， 各 々 の 団 体 で 商 店 法 が ど の よ う な 位 置 づ け で あ っ た か 検 討 し た い 。  

 

キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 

〔      商店法         〕 〔   中小小売商問題 〕 〔     商業政策 〕 
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研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 

 本 年度の研究成果は以下のとおりである。  

①昭 和 初 期 に お け る『 大 阪 市 商 業 調 査 書 』の 調 査 方 法（『 立 教 経 済 学 論 叢 』第 72 号 ，2009 年 ） 

 本稿は，経営史学会第 44 回全国大会で発表に対する質問に明確にこたえるべく，執筆

したものである。その質問内容とは，発表で使用した資料に関して，その整合性を問うも

のであった。  

 本稿の検討対象は，昭和 10 年と昭和 14 年，15 年の「大阪市商業調査書」で，これらの

調査主体や調査方法，調査を実施するための根拠法について検討した。  

 結論としては，調査主体は大阪市役所で変わりはないが，調査方法に若干差異があるこ

と，根拠法については，昭和 10 年度は大阪市の規程に依ったことが推測され，昭和 14 年，

15 年は資源調査法を根拠法とする商工省令である商業調査 規則に依ったものであったこ

とが明らかとなった。ただし，昭和 10 年の調査方法は，先行する「東京市商業調査」や

昭和 14 年の臨時国勢調査とも異なっていた。  

 他方で，これまでのいくつかの「大阪市史」においては，調査方法に差異を指摘しなが

らも，それを用いて分析している。したがって，「大阪市商業調査書」が抱える問題点を

指摘したうえで，活用することは可能であるとした。  

 

②商店法の商工政策としての位置づけ―商店法制定問題を通して―（経営史学会第 44 回全国大会 ，

2008 年 10 月 12 日 ，於立教大学 ）  

戦 前 小 資 本 で 乱 立 す る い わ ゆ る 中 小 小 売商 の 過 小 過 多 が 社 会問 題 化 し た 昭 和 初 期に お

い て 政 府 は 商 業 組 合 法 や 百 貨 店 法 な ど を 通 じ て 中 小 小 売 商 の自 発 的 な 経 営 合 理 化と 保 護

育成を促す政策を展開した。ところが昭和 10 年から 14，15 年にかけて零細店舗を中心に

減少していることは注目される。すなわち，商業政策がこの時期に転換したこ とを想定さ

せるが，従来は統制経済の文脈で議論された問題であった。  

ところで，社会事業関連法であった商店法（昭和 13 年公布）は，商業従事者保護をそ

の目的としていた。同法の条項のうち第三条で終業時間の規制を挙げておりそれ自体が商

業政策的要素を持ちうるものであった。そこで本報告では，商店法制定過程で 生じた議論

を通じて，中小小売商に与えたインパクトを明らかにすることを目的とした 。  

それにより昭和初期におけるわが国の商業政策の一様相を提示し，中小商業政策の文 脈

に商店法を取り込み，中小小売商問題研究を補完する一助としたかったからである。その

対象期間は昭和 6 年から昭和 13 年を中心に設定した。  

そして本報告では，従来統制経済として議論されていた同法を商業政策として捉えうる

ことを提示したうえで次の項目について明らかにした。  

①商店法の効果としては，午後 9 時－ 10 時の時間帯に売上が集中す るようになり，また

商店主もその影響について肯定的にとらえていた。つまり経営改善という終業時間規制請

願の目的の一つは達成し得た といえよう。  

②商工省は商業組合員である中小商業者の育成，中間商人たる卸売業者の整理を目標とし

ていた。しかし，夜間営業に比重の強い小売商に対する保護政策は確認できない。 他方，

商工省は商店法に一定程度関与した形跡があり，商店法制定後の大阪市内の営業所数減少

は暗に意図していたことと推測できる。  

③小売商数の減少とともに卸売商数の減少も確認された。卸商の場合減少とともに，資本

金 1 万円未満の営業所の割合が減少していることが確認される。厳密な関連性は不明であ

るが，商店法制定が一つの要因となったと推測する。  

 以上のことから，商店法は 中小小売商の経営改善という合理化，卸売業者及び過小過多

に 苦 し む 中 小 小 売 商 数 を 減 少 さ せ た と い う 配 給 組 織 の 合 理 化と い う ２ つ の 合 理 化 を 勘 案

すると，商店法が終業時間規制を通じて商業政策的な効果を発したといえるで あろう。  
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研究成果の概要 つ づ き  

③昭和戦前期における商店街の業種構成とその役割 （都市経済史フォーラム第 ９ 回 研 究 会 ， 2 0 0 9

年 3 月 1 4 日 ， 於 東 京 大 学 経 済 学 部 ）  

先行研究では，商店街の組織化や商店を起業するその背景に関するものであり，商店

街が当時有していた商業機能，つまり商店街及びそこに店舗を構える商店の存在意義に

ついて分析されてこなかった。しかし，商店街の当時の商業界における位置付けを考え

る上では，その分析は重要だと思われる。それは，百貨店が高級路線から大衆化路線へ

と転換して成長し，産業組合や消費組合は，それぞれの加盟者の利益にこたえるべく拡

大したことが先行研究により明確になっているのに対して，中間商人や小売商は社会的

になにに貢献し，そして何を消費者から求められていたかを明らかにされていないから

である。  

つまり，従来の研究では，商店街の組 織化や商業組合を通した企業者活動などが明ら

かにされてきたが ，その商店街の商業機能や業種構成による差異など ，商店街の本質に

まで触れられてきていないと思われる のである 。  

函館市の事例では，次のことが明らかになった 。当時の函館市の商店圏は７つ存在し，

それらは独自の独立した商店圏を確立していたというよりも函館市が都市地域を拡大す

るにつれて各地域の商店圏を形成していたことが確認された。それを歴史的にみると，

中心市街地が，明治期までの大黒町商店圏から大正期以後に十字街商店圏にうつり，昭

和 9 年函館大火による災害とその後の都市計画の影響を受けながら，大門通商店圏に変

遷を遂げたことがわかった。昭和戦前期には，市街地が移動するという事例と市郊外に

新興商店圏が勃興するという事例が存在していた。  

 また当時の消費者の購入理由の特徴としては，価格や品質，そして地理的条件が重要

視されていたことが分かった。つまり，昭和戦前期の商店街の商業機能というのは，消

費者が買い求めやすい立地条件を備えて居ることを前提として，商品条件，つまり品質

や価格を重視する日用品の類の商品を提供する役割を担っていたと 推測された。  
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